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１.  当園の概要 

本園は、平成１７年９月になのはな保育園・なのはな幼稚園の複合施設として開

園し、令和３年４月より認定こども園となりました。園庭には、ビオトープや築山

があり園児たちの大好きな遊び場になっています。また、園周辺には水田や雑木林

が広がり、四季の移り変わりを感じることができる環境が整っています。 

 

名   称 静里なのはな園 

所 在 地 滋賀県高島市新旭町藁園２３０５番地 

施設の種類 保育所型認定こども園 

開設年月日 平成１７年９月１日 

認可又は認定年月日 令和 ３年４月１日 

連 絡 先 電話 0740-25-7087  FAX 0740-25-7095 

園 長 氏 名 地 村 順 子 (令和７年度) 

利 用 定 員 

１号認定利用定員（教育認定）・・・幼稚園部 

   満３歳～満５歳     ４０人 

２号認定利用定員（保育認定）・・・保育園部 

   満３歳～満５歳     ８５人 

３号認定利用定員（保育認定）・・・保育園部 

０歳～満２歳      ４５人 

学    期 

１号認定のみ該当 

１学期 ４月１日～ ７月３１日 

２学期 ８月１日～１２月３１日 

３学期 １月１日～ ３月３１日 

実施する事業の種類 延長保育、一時預かり保育 

給    食 

一富士フードサービス株式会社に、給食業務を委託し、園舎

内の調理室において調理しています。 

毎月、調理担当者と給食会議を開催し、安心安全で、丈夫な

身体づくりに役立つ給食提供を目指しています。 

 

 

２.施設の概要 

敷   地 市有地   面積 １８，９５２.２６㎡ 

建   物 鉄骨造 ２階建て  延べ床面積 ３，３１４.６９㎡ 

施設の内容 

乳児室・ほふく室  ２室     調乳室    ７.５８㎡ 

保育室      １０室     調理室  １３８.８０㎡ 

園児用トイレ   １２箇所    事務室   ７３.０７㎡ 

遊戯室  ３３０.３８㎡      医務室   ３２.７８㎡ 

設備の種類 プール、冷暖房、二重ガラスサッシ 

そ の 他 屋外遊戯場  ４,４７６.０６㎡  

災 害 共 済 日本スポーツ振興センター災害共済、園児災害共済に加入(任意) 
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３. 開園日・開園時間および休園日 

 

(1) 延長保育（一時預かり保育）を利用の際は、市が条例・規則等で定めるとおり、

通常の保育料の他に別途保育料が必要です。また、あらかじめ申請が必要です。（新

入園児はステップ保育終了後からご利用いただけます。） 

開園日 月曜日から土曜日まで 

開園時間 午前 7 時 30 分から午後 7 時 00 分まで 

 

教育・保育 

提供時間 

教育標準時間 (1 号) 

     午前 8 時 30 分から午後 2 時 30 分まで 

保育標準時間 (2・3 号) 

     午前 7 時 30 分から午後 6 時 30 分まで 

保育短時間  (2・3 号) 

     午前 8 時 30 分から午後 4 時 30 分まで 

【参考】 

 登園時間     午前 8 時 00 分から午前 8 時 30 分まで 

 降園時間（１号） 午後 2 時 00 分から午後 2 時 30 分まで 

          午後 4 時 00 分から午後 4 時 30 分まで 

延長保育時間 

(一時預かり保育) 

教育標準時間（1 号） 

午後 2 時 30 分から午後 4 時 30 分まで 

保育標準時間（2・3 号） 

    午後 6 時 30 分から午後 7 時 00 分まで 

保育短時間 （2・3 号） 

    午前 7 時 30 分から午前 8 時 00 分まで 

    午後 4 時 30 分から午後 7 時 00 分まで 

休園（業）日 教育認定（1 号） 

① 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規

定する休日 

② 日曜日および土曜日 

③ 学年始休業日  4 月 1 日から 4 月 6 日まで 

④ 夏季休業日   7 月 21 日から 8 月 31 日まで 

⑤ 冬季休業日  12 月 24 日から 1 月 6 日まで 

⑥ 学年末休業日  3 月 26 日から 3 月 31 日まで 

            変更する場合があります 

※夏季休業日（夏休み）のみ一時預かりを実施しています 

保育認定（2・3 号） 

① 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規

定する休日 

② 日曜日 

③ 12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで 

④ 3 月末～4 月始・お盆休み・年末年始には、希望保育を実

施しています。 
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(2) 土曜日は１号認定（幼稚園部）のお子さんは休日となります。２・３号認定（保

育園部）のお子さんについては、希望保育を行っていますので、保護者の勤務時間

や家庭の事情等にあわせて、あらかじめ申請してください。 

 
 
参考 

 

 

 

 
 

 

 

高島市立特定教育・保育施設における利用時間等について

①　教育標準時間認定（１号認定）
※開園日・教育時間
※月～金曜日（祝日、長期休暇等を除く。）

8:30～14:30

(通園バス運行) (通園バス運行)

※一時預かり事業（幼稚園型）
　①平日：２時間

14:30～16:30

　②夏季休業中：４時間＋２時間＋２時間（最長８時間）
 8:30～12:30
12:30～14:30
14:30～16:30

16:30

通
園
時
間

12:00 13:00 14:00 14:30 15:00 16:008:00 8:30 9:00 10:00 11:00

一時預かり教育標準時間認定：教育標準時間４時間＋２時間＝６時間

②　保育短時間利用認定（２号・３号認定）
※開園日・保育時間
※月～土曜日（祝日、年末年始等を除く。）

8:30～16:30

(通園バス運行) (通園バス運行) (通園バス運行)

延長保育（早朝保育） 延長保育：２時間３０分
※7:30～8:00 ※16:30～19:00

16:30 17:00 18:00 19:00

通
園
時
間

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:007:30 8:00 8:30 9:00 10:00

延長保育延長 保育短時間認定：８時間

③　保育標準時間利用認定（２号・３号認定）
※開園日・保育時間

※月～土曜日（祝日、年末年始等を除く。）

7:30～18:30

(通園バス運行) (通園バス運行) (通園バス運行)

延長保育：３０分
※18:30～19:00

17:00 18:00 18:30 19:0012:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:307:30 8:00 8:30 9:00 10:00 11:00

延長保育標準時間認定：１１時間
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４. 職員体制  

 

 

                                                       （令和８年度の体制） 

 

 

 

５. 教育・保育の特色 

 ◇健康でしなやかな身体づくり 

 はだし保育・はだしのリズム、外部講師によるキッズサッカーや運動遊び教室

による身体づくり 

 ◇遊び込む体験、直接体験を大切にした保育 

   野菜栽培からクッキングへの食育活動、園をとりまく樹木・木の実・草花・ビ

オトープ、飼育動物など、自然との関わりの中で様々な体験を通して、生命あふ

れる教育、感動する心を大切にする保育 

 ◇様々な人々との関わりを大切にした保育 

   園支援ボランティア、お年寄り、小・中・高生など、様々な地域の人々との交

流を通して、思いやりや優しさ、人との関わりを育てる保育 

 

 

 

 

 

 

 

 

園長 1 

副園長 １ 

保育参事 ２ 

主任保育士 ２ 

保育士・みなし保育士 ３６ 

こども誰でも通園制度

事業担当保育士 
２ 

一時保育担当 １ 

早朝保育・ 

延長保育担当 
１ 

保育補助 ３ 

養護教諭 1  

用務員 1 

バス運転手 1 

事務員 1  
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６. 保育・教育の目標 

 

 

 

 

 

 

     

あそびの中で学び、自分の思いや考えを表現して、たくましく生きる子を育てる 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．提供する教育・保育の内容 

 高島市乳幼児保育・共通カリキュラム（平成 31 年 4 月）を踏まえ、以下の教育・保

育を提供します。 

1） 発達の連続性を考慮した教育・保育の提供 

0 歳から小学校就学前までの一貫した教育および園児の発達を考慮した教育・保育 

を提供します。 

2）  様々な年齢の園児の発達・特性に応じた教育・保育の提供 

満 3 歳未満の園児については、特に健康・安全や発達の確保を図ります。 

   満 3 歳以上の園児については、同一学年の園児で編成される学級による集団生活 

の中で、遊びを中心とする園児の主体的な活動を通して発達を促す経験が得られ 

るようにします。 

 

            

 

 

 

 

 

 

▷豊かな感性をもつ子ども 
▷意欲的に活動する子ども 
▷思いやりのある子ども 

めざす 
子ども像 

 

保育目標 

園や周辺の自然、
様々な人との関わり
や触れ合いの中で、直
接体験を重視した保
育に取り組み、豊かな
生活体験と心情を育
てる。 

関わり 

保育者や友だちと、目的
をもって活動に取り組み、
考えたり工夫したりする
中で、自分の考えや思いを
表現し、充実感や満足感を
味わう。また、失敗や挫折
をした時には、すぐにあき
らめず、挑戦する気力や、
やる気を育てる。 

保育者や友だち、異
年齢児との生活の中
で話し合ったり、共感
したりしながら、生命
の大切さや、相手の思
いを受け入れられる
気持ちを育てる。 

輝 き 

 

 

 

思いやり 
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８. 毎日の保育の流れ 

 

時間 
１号認定(３～５歳児) 

幼稚園部 

２号認定(３～５歳児) 

保育園部 

３号認定(０～２歳児) 

保育園部 

 

 

 7：30 

 8：30 

 

 

9：30 

 

 

 

 

11：15 

11：30 

12：00 

 

 

14：00 

14：30 

 

 

15：00 

15:30 

16：00 

16：30 

18：30 

19：00 

 

 

開園・順次登園・健康観

察・持ち物の始末 

 

体操・朝の会 

生活や季節の流れに応

じた遊び 

（組での活動を含む） 

 

 

片付け・給食準備 

給食・歯みがき 

降園準備・帰りの会 

遊び 

順次降園 

預かり保育 

 

 

 

 

 

最終降園 

 

開園・早朝保育 

順次登園・健康観察・持

ち物の始末 

 

体操・朝の会 

生活や季節の流れに応

じた遊び 

（組での活動を含む） 

 

 

片付け・給食準備 

給食・歯みがき 

降園準備・帰りの会 

お昼寝準備・お昼寝 

 

目覚め 

 

 

手洗い・おやつ 

 

順次降園 

延長保育(短時間) 

延長保育(標準時間) 

最終降園・閉園 

 

開園・早朝保育 

順次登園・健康観察・持

ち物の始末 

遊び 

おむつ交換・排泄 

片付け・おやつ 

遊び 

片付け 

おむつ交換・排泄 

給食準備・給食 

お昼寝準備・お昼寝 

 

 

 

 

目覚め 

おむつ交換・排泄 

おやつ・帰りの準備 

 

遊び 

順次降園 

延長保育(短時間) 

延長保育(標準時間) 

最終降園・閉園 

 

※1 日の流れはあくまでも目安です。活動内容により時間の変更もあります。 

※乳児の生活は、個人差がありますので、その子に合わせて配慮しています。 

※お昼寝の期間 

   ３歳児（年間を通して） ４歳児（１２月頃まで） ５歳児（７～９月頃） 

 

 

９. 給食等について 

 園では、全年齢児に給食を提供しています。給食のメニューは、毎月、献立表でお

知らせします。なお、離乳食段階の乳児さんや献立メニューの中に食べたことがない

食材があるお子さんにつきましては、食物アレルギー等の発症の恐れがありますので、

必ずご家庭で事前に食べてみてください。また、きざみ食に移行されましたら、すべ

ての食材を提供しますのでご了承ください。 
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◆アレルギーの対応について 

 食物アレルギーのあるお子さんには、高島市指定の「アレルギー疾患生活管理指導

表」に基づく医師の診断結果に従い食材の除去対応をさせていただきます。その他詳

細については、個別にご相談させていただきます。 

 

◆衛生管理等 

 調理人および保育士は、毎月検便を行っています。また調理室などのふき取り検査

を行っています。 

 

 

１０. 通園について 

(1)通園（登園・降園） 

   登降園時に保護者の方は、必ず「防犯名札(ＩＤカード)」を付けてください。 

園へ直接送迎される場合は、９時までに登園をお願いします。また、降園時（バ

ス停含む）に、保護者以外の方がお迎えに来られる場合は、事前に連絡いただくと

ともに、防犯の関係上、成人の方がお願いします。ご家族でも未成年の方はご遠慮

ください。なお、バス停でお迎えの無い場合や前記以外の方がお迎えに来られた場

合などは、降車せずに園に戻りますので、園までお迎えをお願いします。 

 

(2)通園バスの利用 

通園時には、通園バスを運行しています。ご利用の方はバス時刻表に合わせてバ

ス停までの送迎をお願いします。ご利用できるのは、満３歳児以上です。通園バス

を利用される場合は、誓約書を提出してください。 

天候、交通事情などにより到着時刻が前後することがあります。予定時刻の５分

前にはバス停でお待ちください。乗車場所は、最寄りのバス停でお願いします。 

 

(3)園バス利用に係る誓約書の提出 

    通園バスを利用しない３歳児以上の園児でも、園外保育(遠足)等でバスを利用し

ますので、必ず誓約書の提出をお願いします。 

   

 

１１.園と保護者の皆さまとの連絡 

園から月に１回程度「園だより」、「クラスだより」、「保健だより」を配信し、月

の行事や連絡事項、子ども達の様子などをお知らせします。また、個々の園での状

況や家庭での様子を相互に連絡しあうため、連絡帳を活用しています。 

 

 

１２.園の利用に係る留意事項 

(1)欠席・遅刻の場合 

欠席する場合や遅れて登園する場合は、８時３０分までに連絡用アプリで連絡し

てください。９時３０分までに連絡がなく、登園されていない場合は、危機管理上、

園より連絡させていただきます。 
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(2)保育時間中の発熱等 

保育時間中に発熱、または、平熱でも子どもの様子がいつもと違う場合には、原

則として保護者に連絡させていただきますのでお迎えをお願いします。 

 

(3)感染症について 

伝染性のある病気（新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、風疹、はしか、

流行性耳下腺炎、とびひ、手足口病、水痘等）に感染した場合は、園に連絡のうえ、

医師の許可を得た後に登園してください。（別紙の感染症一覧を参考にしてくださ

い） 

また、園は「保育所における感染症対策」等のガイドラインをもとに、正しい知

識や情報を得て適切に対応します。 

 

(4)投薬について 

投薬は医療行為に当たるため原則園では行えません。ただし、医師の指示などに

より、やむを得ず保育時間中の投薬が必要な場合に限り行っています。必ず、投薬

依頼書を提出してください。 

 

(5)予防接種について 

子どもによっては、接種後に発熱や発疹など副反応が起こることがあります。予

防接種後、当日の登園は控え、お子さんの様子に気を配りながら家庭でゆっくり過

ごしてください。 

 

１３．健康診断等について 

(1)健康診断・歯科健診 

年２回、嘱託医が健診を行い、その結果をお知らせしています。異常があった場

合は、かかりつけ医への受診をお願いします。 

(2)嘱託医（令和８年度） 

 内科 

名  称 医療法人 片岡クリニック 

嘱託医名 片岡 謙 

所 在 地 高島市新旭町新庄９８９-４ 

電話番号 ０７４０－２５－６３７３ 

 歯科 

名  称 医療法人社団松田歯科医院 

まつだ内科・歯科クリニック 

嘱託医名 松田 直哉 

所 在 地 高島市新旭町旭６９６ 

電話番号 ０７４０－２５－４４４４ 

 

(3)発育計測 

毎月、身体測定（身長・体重）を行っています。 
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毎月の計測結果は、連絡用アプリでお知らせします。 

 

 

１４．保育料等 

(1)延長（早朝含む）保育料 

  ３０分ごとに、高島市が定める延長保育料（１号認定児は一時預かり利用料）が

必要です。 

 

(2)夏季休業日の一時預かり利用料（１号認定児） 

高島市が定める夏季休業日の一時預かり利用料が必要です。 

 

 (3)保育用品の費用負担 

   カラー帽子、体操服、クレパス、のり、はさみ、カラーペンなどの保育用品に

ついては、ご家庭で負担いただいています。一括購入前にあらためてお知らせします。 

なお、帽子や体操服等は、色やサイズが合えば兄姉が使用されていた物を利用される

ことも可能です。 

 

 (4)その他の経費（子ども１人当たり） 

  ◆日本スポーツ振興センター災害共済掛金（子ども１人当たり） 

    年間 ３７５円 （保護者負担 ２４０円 市負担 １３５円） 

  ◆遠足の費用やハサミ、クレパス等個人で使用するものや卒園アルバム代は、個

人負担としています。 

 

 

１５．緊急時の対応方法について 

保育中に怪我などがあった場合は、個人票であらかじめ指定いただいた保護者

緊急連絡先に連絡したうえで、嘱託医または主冶医に連絡するなど、必要な措置を講じ

ます。 

   なお、保護者と連絡が取れない場合には、園児の身体の安全を最優先させて、

医療機関でしかるべき処置をとらせていただきますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

 

 

１６．非常災害時の対策 

 (1)自然災害や火災、その他の緊急事態に備えて、月１回以上の避難訓練（火災、地

震、不審者対応等）および消火訓練を行い、園児の安全に対し万全を期すことと

します。また、高島消防本部に消防計画を提出し防火管理に努めます。 

 

   ○避難場所 第１次避難場所  園庭 

         第２次避難場所  南側の駐車場 
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(2)午前７時の時点で、台風等による「特別警報」や「暴風を含む警報」および「警

戒レベル４相当の危険警報」が発表された場合、園児の安全確保を最優先とし、

原則として臨時休園とします。保育時間中に発表された場合にも臨時休園となり

ますので、園までお迎えをお願いします。 

また、警戒レベル３であっても、地域の危険性等を踏まえて、お迎えやご家庭

での保育をお願いする場合があります。 

 

(3)緊急時や行事等の急な延期や変更など、早急にお伝えすることが必要となった

場合には、「一斉メール」や、「連絡用アプリ」を配信していますので登録いただ

きますようお願いします。 

    

 

１７．要望・苦情等に関する相談窓口（令和８年度）      

(1)受付担当者 

   氏名 千藤 則子 （役職：副園長）  ＴＥＬ：０７４０－２５－７０８７ 

   氏名 万木 菜々子（役職：保育参事） ＴＥＬ：０７４０－２５－７０８７ 

   氏名 田村 幸代 （役職：保育参事） ＴＥＬ：０７４０－２５－７０８７ 

 

(2)解決担当者 

   氏名 地村 順子 （役職：園長） ＴＥＬ：０７４０－２５－７０８７ 

  

(3)第三者委員 

   氏名 清水 和美 （役職：元主任児童委員） 

   氏名 上原 朝子 （役職：元園評議員） 

 

(4)受付方法 

   面接・文書・電話などで受付します。 

 

(5)上記以外の相談・苦情窓口 

    高島市役所 子ども未来部  幼児保育課 

                      ＴＥＬ０７４０－２５－８０３７ 

※上記は令和８年度の体制です。人事配置により変更となる場合があります。 

 

 

１８.個人情報の取扱い 

園児並びに保護者等に係る個人情報の取扱いについては、その重要性を十分認識し、

公正で円滑な業務の推進を図るため、高島市個人情報の保護に関する法律施行条例お

よび関係法令に基づき適正に行います。 
 

(1)園では、保護者より口頭もしくは文書により提出を受けた個人情報、高島市子ども 

未来部幼児保育課から取得した入園等に関する個人情報を円滑な園運営や保育活動 

以外の目的で使用することはありません。 
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(2)園児が就学や転園をする際、兄弟姉妹が別の施設に在籍されている場合等において、 

 必要な連絡調整や円滑な移行・接続を図るために、園児とその保護者の情報を必要最 

 小限の範囲内で就学先や転園先と共有する場合があります。 

また、法律に基づき、就学先となる小学校へ「認定こども園園児指導要録」を送 

   付します。 

 

   (3)以下の場合は必要に応じて園児やその保護者に関する情報を関係機関等へ提供しま 

  す。 

・事故、災害等の緊急時の際の安否等にかかる情報 

・児童虐待に関する情報 

・法令に基づく犯罪捜査等への協力 

 

１９．写真等の取扱い 

園の活動を知っていただくため、園便り、クラス便り、園内向けのスライド等で、

園児氏名や園児の写真を掲載することがありますのでご理解とご協力をお願いします。

掲載されるとご都合の悪い方は、事前に担任までお知らせください。 

また、園外においても、事前に保護者の同意を得た上で、市広報紙やホームページ、

教育・保育研究資料などで写真や名前を掲載させていただくことがあります。 

入園式、卒園式などで保護者に配布する園児名簿、クラス便り等で知り得た情報を

共有するのは、ご家族や関係者間のみとしていただき、第三者へ提供しないようにし

てください。 

 

２０．園児の人権擁護について 

児童福祉法第２５条の規定に基づき、要保護児童を発見した場合、市町村、都道府

県が設置する福祉事務所、児童相談所のいずれかに通告する義務が定められています。

不審な傷やアザを発見した場合、お問い合わせさせていただくことがあります。 

 また、園児の人権擁護および虐待の早期発見とその防止を図るため、年長児とその 

保護者を対象として、子どもをいじめ等から守るための人権教育プログラム（ＣＡＰ） 

による研修を実施しています。職員についても、園児の人権擁護、虐待防止等のため 

の研修や不適切な保育を予防するための研修等も実施しています。 

 

２１.その他 

 (1)園事業等で保護者の方などが撮影された写真や動画等については、個人情報保護

およびトラブル防止のため、ＳＮＳなどへの投稿を固く禁止しています。 

 

  (2)各個人の思想、信仰等は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動や政治活動お

よび営利を目的とした活動はご遠慮ください。 

 

 (3)当園の敷地内はすべて禁煙です。 
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【出席停止期間の基準】 

 

病名 出席停止期間の基準  

インフルエンザ  
発症した後（発熱の翌日を 1 日目として）５日を経過

し、かつ解熱後３日間  

百日咳 
特有の咳が消失するまで又は、５日間の適切な抗菌療

法が終了するまで  

麻疹 

発疹を伴う発熱が解熱した後 3 日を経過するまでは出

席停止とする。ただし、病状により感染力が強いと認

められたときは、さらに長期に及ぶ場合もある。  

流行性耳下腺炎  
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後 5 日

を経過し、かつ全身状態が良好となるまで  

風疹 発疹が消失するまで  

水痘（水疱瘡）  すべての発疹が痂皮化するまで  

咽頭結膜炎（プール熱） 
発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後、

２日を経過するまで  

結核 

 

病状により学校医その他の医師において感染のおそれ

がないと認められるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎  
病状により学校医等において感染のおそれがないと認

めるまで 

新型コロナウイルス感染症  
発症した後（発熱の翌日を１日目として）５日を経過

し、かつ症状が軽快した後１日間  

流行性角結膜炎  
学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認

められるまで  

ウイルス性肝炎  肝機能が正常初期に戻ったら登園可能（A 型肝炎） 

溶連菌感染症  
抗生剤内服開始後２４時間を経て、全身症状が良けれ

ば登園可能  

流行性嘔吐下痢症  主症状が消退後、全身状態が回復すれば登園可能  

手足口病/へルパンギーナ 
発熱や口内炎の水疱・潰瘍による摂取不良がなく、全

身症状が良好であれば登園可能  

※その他にも出席停止となる感染症があります。 

※医療機関受診後に、必ず園までご連絡ください。 


